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令和６年４月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和６年４月３０日（火曜日）議事開始  午前９時３０分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】 稲田 優    竹下 助範  森永 良仁   新原 正次 

岩屋 美智子  田中 雄策  前原 幸太郎  田上 みゆき 

 

【推進委員】 宮田 吉人   増田 賢造  津口 えりこ  坂元 清美 

  下原 小枝子  山野 真澄  杉元 義男   中津 ゆみ子 

  中津 富夫   米倉 千春   山口 長徳   鶴田 幸一  

  吐師 伸次郎  吉田 尚美  上村 ゆかり 

 

欠席委員 

【農業委員】 山下 正成   栗下 章二  

【推進委員】 土器 三紀夫  園田 義保 

 

事務局職員  

       事務局長    木原 俊一郎  事務局長補佐  川上 大輔 

   農地調整係長  塩入 友之   農地調整係主査 大園 あけみ 

  農地調整係主査 宮原 直子   農地調整係主査 田中 美千代 

 農地調整係主任主事 馬越脇 浩 
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議   題  

    報告第 １号 農地等の合意解約について 

    報告第 ２号 農地法第３条の規定による許可の返戻について 

議案第 １号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ２号 農用地利用集積計画について 

    議案第 ３号 農用地利用集積等促進計画について 

    議案第 ４号 農地法第５条の規定による許可申請について 
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事務局長 

 

 

 

 

 

稲田議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

稲田議長 

  

 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

 

 

ただいまから令和６年 4月定例農業委員会総会を開催いたします。 

委員の皆様のご起立をお願いいたします。 

一同礼。 

おはようございます。ご着席ください。 

初めに、挨拶並びに会務報告をお願いいたします。 

会長よろしくお願いします。 

（あいさつ、会務報告） 

次に、委員の出席状況を報告いたします。 

園田委員、栗下委員、山下委員、土器委員から本日の会議に欠席す

る旨の届け出がありましたので報告いたします。よって、ただいま

の出席者は、農業委員８名、農地利用最適化推進委員１５名で定足

数に達しております。 

これより会議を開きます。議事に入る前に、議事録署名委員に新原

委員と前原委員を指名いたします。 

それでは、ただいまから今月の議事に入ります。 

報告第１号並びに報告第２号、議案第１号から議案第４号までを一

括議題とします。事務局長に議案の朗読をお願いいたします。 

（議案朗読） 

以上ご審議方よろしくお願いいたします。 

はい。議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入りま

す。まず、報告第１号、「農地等の合意解約について」、事務局から説

明をお願いいたします。 

議長。 

はい、事務局。 

それでは、報告第１号、「農地等の合意解約について」ご説明いたし

ます。議案書１ページをお開きください。今月の合意解約件数は、

３１件です。２ページをご覧ください。令和６年４月分の合意解約

一覧につきましては、ご覧の通りでございます。今月の総会案件と
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稲田議長 

 

稲田議長 

 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲田議長 

関連がないものについて順番にご説明いたします。まず、整理番号

１番ですが、これは高齢化のため解約するものです。次のページに

なります。整理番号１４番、これも高齢化のため解約するものです。

次、整理番号１６番及び１７番は自作するため解約するものです。

次、整理番号１８番から２１番まで、これは今後売却する予定のた

め解約するものです。以上、ご報告いたします。 

はい、ただいま説明が終わりました。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、次に、報告第２号、「農地法第３条の規定

による許可の返戻について」、事務局から説明をお願いいたします。 

議長 

はい、事務局。 

議案書５ページ、報告第２号、「農地法第３条の規定による許可の返

戻について」ご報告いたします。今月の許可返戻件数は、２件であ

ります。次の６ページをご覧ください。 

まず、所有権移転の整理番号１番、場所は大字〇〇になります。 

地目、面積は、田１筆、１，３９４平米です。これについては、令和

６年３月の総会で審議され、同月の２８日付で許可されましたが、

許可返戻の理由欄に記載の通り、引き続き個人で利用することとし

たため、許可書を返戻するものです。次、整理番号２番、場所は大字

〇〇になります。地目、面積は、畑１筆、４１６平米です。これにつ

いては、令和６年の２月総会で審議され、同月の２９日付で許可さ

れましたが、許可返戻の理由欄に記載の通り、譲受人を誤って申請

していたため、許可書を返戻するものです。なお、これについては

後ほど説明いたします、議案第１号、農地法第３条の規定による許

可申請、９ページの整理番号４番で、再度当該農地の売買の許可申

請がありました。以上、ご報告いたします。 

説明が終わりました。質疑ありませんか。 
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稲田議長 

 

 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（質疑なし） 

質問がないようですので、以上で報告を終わります。 

次に、議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請について」、

を議題とします。事務局から説明お願いいたします。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

議案第１号、「農地法第３条の規定による許可申請について」、ご説

明いたします。７ページをご覧ください。今月の許可申請件数は、

所有権移転１４件、権利の設定 1 件、計１５件となります。申請人

の住所、氏名は省略して、申請内容については概略をご説明いたし

ます。次の８ページになります。 

整理番号１番、田１筆、１，２１０平米の贈与です。 

整理番号２番、田１筆、８６５平米の売買です。価格は、〇〇円で

す。備考欄の通り、山口委員の掘り起こしとなります。 

整理番号３番、次の９ページまでになります。田３筆、３，８３３平

米の贈与です。 

整理番号４番、次の１０ページまでになります。畑２筆、４４３平

米の売買です。価格は、総額〇〇円です。 

整理番号５番、畑１筆、２，１５２平米の売買です。価格は、〇〇円

です。備考欄の通り、増田委員の掘り起こしとなります。 

整理番号６番、畑１筆、９１２平米の売買です。価格は、〇〇円で

す。 

整理番号７番、次の１１ページまでになります。畑１筆、４６９平

米の売買です。価格は、〇〇円です。 

整理番号８番、畑２筆、１，１４７平米の売買です。価格は、〇〇円

です。 

整理番号９番、次の１２ページまでになります。畑３筆、１，４９４

平米の売買です。価格は、〇〇円です。 
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稲田議長 

 

 

 

 

 

竹下会長代理 

稲田議長 

竹下会長代理 

 

 

整理番号１０番、次の１３ページまでになります。田２筆、２，８０

４平米の売買です。価格は、〇〇円です。 

整理番号１１番、田１筆、４５２平米の贈与です。 

整理番号１２番、次の１４ページまでになりますが、まずは訂正を

お願いします。譲渡人の年齢が〇〇歳となっていますが、正しく〇

は〇〇歳です。申し訳ありません。続けます。 

整理番号１２番、田３筆、畑１筆、計４筆、６，９１２平米の売買で

す。価格は、〇〇円です。 

整理番号１３番、田１筆、９７８平米の贈与です。次の１５ページ

になります。 

整理番号１４番、田１筆、５０３平米の売買です。価格は、〇〇円で

す。 

続きまして、次の１６ページ、権利の設定になります。 

整理番号１番、田３筆、１，５５５平米での使用貸借です。備考欄の

通り、竹下委員の掘り起こしとなります。 

以上、所有権移転１４件、権利の設定１件、計１５件です。ご審議方

よろしくお願いいたします。 

ただいま、事務局の説明が終わりました。 

議案第１号においては、各担当委員等に現地確認等をしていただい

ております。土地の現地確認と申請人の確認の状況について、各委

員から報告をしていただきます。まず、所有権移転、整理番号１番

の土地及び申請人、受け人の報告を、竹下会長代理にお願いいたし

ます。 

はい、議長。 

竹下会長代理。 

それでは、整理番号１番についてご説明いたします。農地の方から

説明します。申請する位置は〇〇自治会内にございます。〇〇とい

う地区でございます。基盤整備はされておりません。農地の形状は
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稲田議長 

 

山口委員 

稲田議長 

山口委員 

 

 

 

 

 

 

 

まあまあ良い方です。現在は耕起してありまして、一部に露地野菜

等を植えてあるというところでした。周辺一帯は宅地と山林で、宅

地が結構建っているところです。日照、接道、用排水に関しては良

好です。申請地の作付状況としましては、露地野菜というところで

す。受け人に関しましては、この受け人は〇〇の方に居住していま

したが、今度、〇〇の方に帰ってきて営農をやっていくという、新

規就農みたいな形になっております。申請人、受け人の自治会は〇

〇自治会、営農状況としましては現在のところは兼業でやってると。

渡し人との関係に関しては、今居住している家を帰ってきたことで

家の購入をしたわけですが、この農地は前所有者の持ち物でした。

家の購入に伴ってこの土地を作るんだったらあげるよというような

話だったそうです。喜んでおりました。後継者はまだ子供ですが、

おります。取得後の利用状況としましては、畑として利用して露地

野菜を作っていくと。畦畔の管理等は良好でございます。地域との

調和に関しても問題はないと判断をいたしました。以上です。ご審

議方をよろしくお願いいたします。 

はい、ご苦労様でした。引き続き、整理番号２番の土地及び申請人

「受人」の報告を、山口委員にお願いいたします。 

はい、議長。 

山口委員。 

それでは、整理番号２番についてご報告をいたします。申請地は、

〇〇自治会内にあります。申請農地は基盤整備済みで、周辺一帯は

基盤整備の水田であります。受け人の営農状況について申し上げま

す。稲作と繁殖牛の複合経営です。後継者もいます。もう数年でご

ざいますが、勤めをしておりまして、退職後、後を継ぐということ

でございます。地域との調和については、所有農地の管理も行き届

いており、問題ないと判断をいたしました。皆様方のご審議をお願

いいたします。以上です。 
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稲田議長 

 

 

 

米倉委員 

稲田議長 

米倉委員 

 

 

 

 

 

稲田議長 

 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

稲田議長 

 

 

 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号３番の土地の報

告を米倉委員に、申請人、受け人の確認は園田委員がされましたの

で、報告は、事務局よりお願いいたします。まずは、米倉委員にお願

いいたします。 

はい、議長。 

はい、米倉委員。 

はい。整理番号３番の農地について報告いたします。この３番の農

地は合計３筆になっております。申請農地は、〇〇地区内にありま

す。基盤整備済みの水田地帯ですが、周辺には住宅も見受けられま

す。農地の形状ですが、概ね良好ですが、住宅に接している水田の

一部に梅の木などの植栽がしてありました。３筆とも日照、接道、

用排水は良好です。以上、報告いたします。 

はい、ご苦労さまでした。続きまして、事務局に説明をお願いしま

す。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

整理番号３番の受け人について、園田委員の調査報告を代読します。

受け人は、〇〇自治会に居住しており、営農状況としては、〇〇業

を営みながら稲作を栽培する兼業農家です。渡し人との関係は、受

け人の妻の叔母に当たります。後継者はおり、農地取得後は田とし

て稲作を栽培予定です。所有農地の畦畔の管理は良好で、用水路管

理や農薬の適正使用など、地域との調和も良好であります。 

皆様のご審議方よろしくお願いします。以上、代読により報告いた

します。 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号４番の土地を、

中津ゆみ子委員に、また、申請人、受け人の確認は、園田委員がされ

ましたので、報告は事務局よりお願いいたします。まずは、中津委

員にお願いいたします。 
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中津委員 

稲田議長 

中津委員 

 

 

稲田議長 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

稲田議長 

 

増田委員 

稲田議長 

増田委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長。 

はい、中津委員。 

整理番号４番の農地、計２筆について報告します。申請農地は、〇

〇自治会内にあります。基盤整備済みで周辺一帯は宅地と畑が混在

した場所です。日照、接道、用排水は良好です。以上、報告します。 

はい、ご苦労様でした。次に、事務局にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

整理番号４番の受け人について、園田委員の調査報告を代読します。

受け人は、〇〇自治会に居住しており、営農状況としては稲作、露

地野菜、粗飼料を栽培しながら、後継者が経営する農地法人の社員

としても農業に従事しております。農地取得後は、同じく畑として

露地野菜、または粗飼料を栽培する予定であります。農地所有の畦

畔の管理は良好で、用水路管理や農薬の適正使用など、地域との調

和も良好であります。皆様のご審議方よろしくお願いします。以上、

代読により報告いたします。 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号５番の土地及び

申請人、受け人の報告を、増田委員にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、増田委員。 

申請人、受け人、申請農地の両方について報告いたします。整理番

号５番について、申請農地及びその周辺の状況ですが、申請地は、

〇〇自治会内にあり、周囲は宅地と水田が広がっている区画です。

現在まで遊休農地として農地パトロールで指導してきた農地です

が、受け人が畑として改良するということです。受け人の営農状況

ですが、園芸と畜産の複合経営です。地域との調和について、譲受

人は専業農家で後継者もおり、所有農地の管理も行き届いており、

問題ないと判断します。審議方お願いいたします。 
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稲田議長 

 

 

 

 

竹下会長代理 

稲田議長 

竹下会長代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲田議長 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号６番から９番

は、申請人、受け人が同一であります。また、申請地がひとまとまり

になっているため、所有権移転、整理番号６番から９番までの土地

を一括して竹下会長代理に、申請人、受け人については事務局に報

告をお願いいたします。まずは、竹下会長代理にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、竹下会長代理。 

それでは６番から９番までまとめて報告いたします。農地が全部く

っついていまして、一緒くたんになっている場所でした。場所とし

ましては、北部農免道路沿いにありまして、毘沙門の滝の 1 キロぐ

らいですかね、手前の方にございます。基盤整備はされておりませ

ん。農地の形状は良いところもありますけど、変形になってるとこ

もある。まあ、まとまっていれば一緒くたんに使えるのかなと思い

ます。申請農地周辺は、畑、山林、宅地というようなところです。日

照、接道、用排水に関しては良好でございます。すべての農地が完

全に遊休化しておりまして、雑草が生い茂っておりました。ここを

畑として今後使用していくのは大変なことだろうなというようなふ

うに感じました。この受け人は建設会社の社長さんであると聞きま

したが、この申請農地のすぐ隣が、その建設会社の資材置き場にな

っております。本当に畑として開墾してやるのかなと疑問を持ちな

がら見てきたところでございます。なにしろその現状はものすごい

遊休化した雑草の中であるいうところです。農地に関しては以上で

す。 

はい、ご苦労様でした。次に、事務局にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

整理番号６番から９番まで譲受人が同一人のため、まとめてご報告

します。譲受人が市外者のため事務局からの説明であります。申請
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稲田議長 

 

 

森永委員 

稲田議長 

森永委員 

 

 

 

 

 

 

稲田議長 

事務局 

稲田議長 

事務局 

人は、今ありましたように、小林市に在住しておりますけれども、

勤務は今回の申請農地の地区内にある建設会社の代表取締役であり

ます。営農状況としましては、えびの市では新規就農者となります

けれども、小林では備考欄の通り畑１５アールやトラクター、管理

機、動墳、軽トラックなど必要な農機具を所有しております。後継

者はいないようです。今回はこの整理番号６番から９番までの計７

筆の畑を取得する申請でありますが、その取得後は、なすび、トマ

ト、かぼちゃの露地野菜を栽培する予定となっております。地域と

の調和については、地域で定期的に行われる水路清掃や除草作業な

どに参加し、周辺農家とも協力しながら農地の管理に努め、また、

有害鳥獣対策にも積極的に協力するとの申請であり、特に問題ない

と判断します。皆様のご審議方お願いします。 

はい、ご苦労さまでした。次に、所有権移転、整理番号１０番の土地

を、森永委員に、申請人、受け人の報告を事務局にお願いします。 

まずは、森永委員にお願いします。 

はい、議長。 

はい、森永委員。 

まず農地の場所なんですけれども、〇〇の自治会内にあります。基

盤整備は区画整理田となっております。若干、田の形が台形にはな

っておりますけれども、排水をまたいで北と南に台形の形でありま

す。周辺の状況ですけども、ほとんどが田んぼでございます。日照、

接道、用排水について良好でございます。作付ついては水稲の予定

でございます。何ら問題ないかと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

はい、ご苦労様でした。次に、事務局にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

整理番号１０番、譲受人が市外者のため、調査報告を事務局から説
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稲田議長 

 

 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

 

 

明します。申請者は小林市に在住しておりますが、申請者の農家世

帯は市内で水稲及び露地栽培を行っており、青果店も経営していま

すが、申請者の二世代上の親族を含み、親族三世代でその経営に携

わっています。現在のところ後継者はいないようです。申請農地の

取得後は水稲を作付する予定となっております。この世帯が所有す

る農地の畦畔の管理については良好であり、地域との調和について

も特に問題ないと判断します。皆様のご審議方お願いいたします。 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号１１番の土地及

び申請人、受け人の報告を、山野委員にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、山野委員。 

はい。整理番号１１番について報告いたします。申請地及びその周

辺の状況は、〇〇自治会内にあり、基盤整備はされておらず遊休農

地でありました。南側は一部山林で、周辺一帯は水田です。受け人

の営農状況は兼業農家で、現在のところ後継者はおりません。受け

人と渡し人の関係は同地区内の知人です。申請地は、接道、用排水

がなく、受け人の隣接農地であったことから、1枚にされて行き来可

能となり、管理も行き届いており問題ないと判断いたします。皆様

のご審議方をお願いいたします。 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号１２番の土地及

び申請人、受け人の確認は山下委員がされましたので、事務局に報

告をお願いします。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

整理番号１２番の農地について、山下委員の調査報告を代読します。 

まず、申請農地の場所ですが、〇〇自治会内で基盤整備がされてお

り、農地の形状は三角形や台形であり、やや良好な状況です。 

申請農地周辺は田や畑であり、日照、接道、用排水は良好でありま
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上村委員 

 

 

 

 

 

 

稲田議長 

 

下原委員 

稲田議長 

下原委員 

 

 

 

す。現在の申請農地の作付状況は、水稲や野菜を栽培して管理され

ております。続きまして、受け人について代読いたします。受け人

は、〇〇自治会に居住しており、営農状況としては、稲作、露地野菜

を栽培している専業農家ですが、後継者はいないようです。渡し人

とは同級生の友人関係であり、以前から贈与すると言われていたよ

うです。農地取得後は、田及び畑として稲作栽培や野菜栽培として

利用する予定です。所有農地の畦畔は良好な状態であり、用水管理

や農薬の適正使用など、地域との調和も良好であります。皆様のご

審議方よろしくお願いします。以上、代読により報告いたします。 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号１３番の土地及

び申請人、受け人の報告を、上村委員にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、上村委員。 

整理番号１３番について報告します。申請地は、基盤整備はされて

いません。〇〇の馬頭観音の上り口にあり、周囲も水田です。５０

メートルほど山手にため池があり、用水路管理もきちんとされてい

ます。受け人は、渡し人の孫になり、団体職員と稲作主体の兼業農

家です。同じ敷地に三世代が住まわれていて、地域との調和につい

ても所有農地の管理も行き届いており、適切と判断します。皆さん

のご審議方をお願いします。 

はい、ご苦労様でした。次に、所有権移転、整理番号１４番の土地及

び、申請人受け人の報告を、下原委員にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、下原委員。 

はい。整理番号１４番の受け人と農地についてご報告いたします。

申請地及びその周辺の状況は、宅地と水田で混在した場所です。申

請地は、〇〇公民館の東側にあって、基盤整備されてなく、形状は

長方形です。日照、接道、用排水は問題ありません。受け人の営農状
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稲田議長 

 

況は、稲作と繁殖牛の複合経営で後継者もいます。地域との調和に

ついては、営農も一生懸命取り組まれ、所有農地の管理も行き届い

ており問題ないと判断します。皆さんのご審議方をお願いします。 

はい、ご苦労さまでした。次に、権利の設定、整理番号１番の土地及

び申請人、受け人の報告を、竹下会長代理にお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、会長代理。 

はい。それでは権利の設定、使用貸借ですけども、説明をいたしま

す。農地は、〇〇自治会内にあります。〇〇の〇〇地区です。 

基盤整備はされておりません。農地の形状は悪いです。周辺一帯は

田、南側に少し竹林があります。日照、接道、用排水に関しては良好

でございます。申請農地の作付状況、今まではですね、前所有者が

牛を飼っておられましたが、体調を崩されて牛を手放したというこ

とです。そのために飼料作物の栽培をされてたところでございます。 

受け人に関しまして報告しますが、受け人は〇〇の自治会です。 

営農状況としましては、新規に移住してきた家族でございます。今

のところ、まだ働きながら農業をやっていくということです。渡し

人との関係は農業委員の紹介という形になっております。後継者は

おります。取得後の利用状況としましては、田として利用していく

と。周囲農地の畦畔の管理は良好でございます。地域との調和も協

力してやっていくということでした。飼料作物等をずっと何年も作

ってきた農地でございまして、実は水の取り入れ口とか排水口、そ

れから畦等がもう全然なくてですね、その辺の作業を手伝いながら

３日間かけて田んぼとして利用できるような形にしました。これか

ら一生懸命頑張っていくということでございました。以上、報告い

たします。 

はい、ご苦労様でした。各委員の説明が終わりました。続きまして

事務局より判断根拠の説明をお願いいたします。 
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稲田議長 

 

 

はい、議長。 

はい、事務局。 

今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第

５号まで、事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題ご

ざいませんでした。農地法第３条第２項第６号につきましては、委

員の皆様から事前調査の報告がありました通り、地域との調和要件

など問題はないということでございます。したがいまして、計１５

件につきましては、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許

可要件をすべて満たしていると考えます。以上、ご報告いたします。 

はい、ご苦労様でした。ただいま各委員及び事務局より説明があり

ました。これより議案第１号の審議に入ります。なお、所有権移転、

整理番号１１番の譲受人は、〇〇委員の同居する親族であります。 

所有権移転、整理番号１１番については、農業委員会等に関する法

律第３１条の規定に基づき、〇〇委員の退席を求めて審議します。 

〇〇委員の退席をお願いいたします。 

（〇〇委員退席） 

ただいまから、所有権移転、整理番号１１番について審議します。

所有権移転、整理番号１１番について、各委員の質疑を求めます。

質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、所有権移転、整理番号１１番の質疑を終

結いたします。お諮りいたします。議案第 1 号、所有権移転、整理

番号１１番は、原案の通り承認することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。よってお諮りの通り決定いたします。

〇〇委員の退席を解きます。 

（〇〇委員着席） 
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それでは、整理番号１１を除く議案第 1号の審議に入ります。 

各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

これも質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りい

たします。所有権移転、整理番号１１番を除く議案第 1 号は原案の

通り承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。よってお諮りの通り決定いたします。 

ここで休憩に入りたいと思います。休憩いたします。１０時３０分

までとします。 

（午前１０時１８分から１０時３０分まで休憩） 

 

それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、議案第２号、「農用地利用集積計画について」、を議題としま

す。事務局から説明をお願いします。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

議案第２号、「農用地利用集積計画について」、説明いたします。１

７ページをご覧ください。今月の計画件数は、所有権移転１２件と

なっております。申出人の住所、氏名、備考欄につきましては、特記

事項のみを説明し、他は省略させていただきます。また、法人の場

合は年齢が空欄となります。１８ページです。 

整理番号１番、田１筆、３，４８８平米の売買です。価格は、〇〇円

です。 

整理番号２番、畑１筆、２，３５４平米の売買です。価格は、〇〇円

です。 

整理番号３番、１８ページから２０ぺージです。田６筆、３，８８７

平米の売買です。価格は、〇〇円です。 
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稲田議長 

 

整理番号４番、２０ページです。田１筆、２，５１６平米の売買で

す。価格は、１０アール当たり〇〇円です。鶴田委員の堀り越こし

です。 

整理番号５番、田１筆、２，５４０平米の売買です。価格は、〇〇円

です。２１ページです。 

整理番号６番、田２筆、４，９５３平米の売買です。価格は、〇〇円

です。 

整理番号７番、田１筆、２，９６６平米の売買です。価格は、〇〇円

です。山下委員の掘り起こしです。２２ページです。 

整理番号８番、１筆、１，１８０平米の売買です。価格は、〇〇円で

す。 

整理番号９番、田１筆、３０６平米の売買です。価格は、〇〇円で

す。 

整理番号１０番、畑１筆、１，７２９平米の売買です。価格は、〇〇

円です。 

２３ページです。 

整理番号１１番、田２筆、１，８１６平米の売買です。価格は、〇〇

円です。増田委員の掘り起こしです。 

整理番号１２番、田２筆、８９３平米の売買です。価格は、〇〇円で

す。増田委員の掘り起こしです。 

以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、利用権設定

等を受ける者が、農用地のすべてを効率的に利用して耕作すること、

農作業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法等の一部

を改正する法律による改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項の各要件を満たしていると考えます。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

はい。ご苦労さまでした。ただいま、事務局の説明が終わりました。 

これより議案第２号の審議に入ります。なお、所有権移転、整理番
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号２番の譲受人は、〇〇委員が〇〇である〇〇であります。よって

所有権移転、整理番号２番については、農業委員会等に関する法律

第３１条の規定に基づき、〇〇委員の退席を求めて審議します。 

〇〇委員の退席をお願いします。 

（〇〇委員退席） 

ただいまから、所有権移転、整理番号２番について審議します。 

所有権移転、整理番号２番について、各委員の質疑を求めます。 

質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたしま

す。所有権移転、整理番号２番は、原案の通り承認することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。よって、お諮りの通り決定いたします。 

〇〇委員の退席を解きます。 

（〇〇委員着席） 

それでは、所有権移転、整理番号２番を除く議案第２号の審議に入

ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたしま

す。所有権移転、整理番号２番を除く議案第２号は、原案の通り承

認することに、賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。よって、お諮りの通り決定いたします。 

よって、議案第２号については、原案の通り決定した旨を市長に通

知します。 

次に、議案第３号、「農用地利用集積促進計画について」、を議題と

します。事務局から説明をお願いいたします。 
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はい、議長。 

はい、事務局。 

それでは、議案第３号、「農用地利用集積等促進計画について」、説

明いたします。今月の計画件数は、５０件です。申出人の住所、氏

名、借賃、備考欄につきましては、特記事項のみを説明し、他は省略

させていただきます。別紙の資料をご覧ください。 

２６ページをご覧ください。 

整理番号１番、田３筆、１，００３平米の使用貸借です。吐師委員の

掘り起こしです。 

整理番号２番、田１筆、１，４７７平米の賃貸借です。 

整理番号３番、田４筆、２，４４０平米の賃貸借です。 

整理番号４番、田２筆、２，７４５平米の使用貸借です。 

整理番号５番、田１筆、１，２９８平米の賃貸借です。 

整理番号６番、畑３筆、２，９５８平米の賃貸借です。 

整理番号７番、田１筆、２，４４３平米の賃貸借です。増田委員の掘

り起こしです。 

整理番号８番、畑１筆、１，４１２平米の賃貸借です。 

２７ページをご覧ください。 

整理番号９番、畑１筆、１，６２３平米の賃貸借です。 

整理番号１０番、田７筆、７，０５９平米の賃貸借です。 

整理番号１１番、田１筆、９８８平米の賃貸借です。 

整理番号１２番、田１筆、７７６平米の賃貸借です。 

整理番号１３番、田３筆、４，０６７平米の賃貸借です。 

整理番号１４番、畑１筆、３，４６４平米の使用貸借です。前原委員

の掘り起こしです。 

整理番号１５番、田２筆、２，８５６平米の賃貸借です。 

２８ページをご覧ください。 

整理番号１６番、田３筆、４，７２９平米の賃貸借です。 
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整理番号１７番、田１筆、１，５７６平米の賃貸借です。 

整理番号１８番、田１筆、２，２６４平米の賃貸借です。 

整理番号１９番、田３筆、２，３８９平米の賃貸借です。 

整理番号２０番、田２筆、３，９９０平米の賃貸借です。 

整理番号２１番、田４筆、５，２５５平米の賃貸借です。 

整理番号２２番、田１筆、１，９７８平米の賃貸借です。 

２９ページをご覧ください。 

整理番号２３番、畑１筆、８４２平米の賃貸借です。 

整理番号２４番、田６筆、１３，５２９平米の賃貸借です。 

整理番号２５番、田３筆、４，７７７平米の賃貸借です。 

整理番号２６番、畑３筆、１４，２０９平米の賃貸借です。 

整理番号２７番、田１筆、２，５４０平米の賃貸借です。 

整理番号２８番、田１筆、２，８４２平米の賃貸借です。 

整理番号２９番、畑１筆、１，０２９平米の使用貸借です。 

３０ページをご覧ください。 

整理番号３０番、田３筆、１，８１９平米の賃貸借です。 

整理番号３１番、田１筆、９０９平米の賃貸借です。 

整理番号３２番、田２筆、１，０４３平米の賃貸借です。 

整理番号３３番、田２筆、５，１０２平米の賃貸借です。森永委員の

掘り起こしです。 

整理番号３４番、田２筆、２，２８８平米の賃貸借です。森永委員の

掘り起こしです。 

整理番号３５番、田３筆、畑１筆、合計４筆、４，９６０平米の賃貸

借です。 

整理番号３６番、田１筆、１，２９３平米の賃貸借です。 

整理番号３７番、３０ページから３１ページになります。田１２筆、

１８，９９９平米の使用貸借です。 

整理番号３８番、田２筆、１，５３７平米の賃貸借です。 
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稲田議長 

 

 

稲田議長 

整理番号３９番、田２筆、３，７１７平米の賃貸借です。 

整理番号４０番、３１ページから３２ページになります。田１４筆、

１８，７３４平米の賃貸借です。 

整理番号４１番、田２筆、４，４５４平米の賃貸借です。 

整理番号４２番、田１筆、２，０８９平米の賃貸借です。 

整理番号４３番、田１筆、１，９９７平米の賃貸借です。 

整理番号４４番、３２ページから３３ページになります。田８筆、

５，２３８平米の賃貸借です。 

整理番号４５番、田１筆、１，０２５平米の賃貸借です。 

整理番号４６番、田１筆、９８１平米の賃貸借です。 

整理番号４７番、田１筆、１，１５２平米の賃貸借です。 

整理番号４８番、田１筆、８６９平米の賃貸借です。 

整理番号４９番、田１筆、２，５２４平米の賃貸借です。 

整理番号５０番、田９筆、５，６０６平米の賃貸借です。 

以上、本計画において、賃借権の設定等を受ける者は、賃借権の設

定等を受けた後に農用地のすべてを効率的に利用して耕作するこ

と、及び農作業に常時従事することなど、何ら問題ないと考えます。

皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 

はい、ご苦労様でした。事務局の説明が終わりました。これより議

案第３号の審議に入ります。整理番号５番の受け手は、〇〇委員の

同居する親族であります。整理番号５番は、農業委員会等に関する

法律第３１条の規定に基づき、〇〇委員の退席を求めて審議します。 

〇〇委員の退席をお願いします。 

（〇〇委員退席） 

それでは、整理番号５番について、各委員の質疑を求めます。質疑

ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたしま
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稲田議長 

 

 

す。整理番号５番は、原案の通り承認することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。よって、お諮りの通り決定いたします。 

〇〇委員の退席を解きます。 

（〇〇委員着席） 

次に、整理番号４３番の受け手は、〇〇委員であります。整理番号

４３番は、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、〇

〇委員の退席を求めて審議します。〇〇委員の退席をお願いします。 

（〇〇委員退席） 

それでは、整理番号４３番について、各委員の質疑を求めます。 

質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたしま

す。整理番号４３番は、原案の通り承認することに、賛成の委員の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。よってお諮りの通り決定いたします。 

〇〇委員の退席を解きます。退席が続きますけれども、よろしくお

願いいたします。 

次に、整理番号４４番の受け手は、〇〇委員の同居する親族であり

ます。整理番号４４番は、農業委員会等に関する法律第３１条の規

定に基づき、〇〇委員の退席を求めて審議します。〇〇委員の退席

をお願いします。 

（〇〇委員退席） 

それでは、整理番号４４番について各委員の質疑を求めます。質疑

ありませんか。 

（質疑なし） 
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稲田議長 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたしま

す。整理番号４４番は、原案の通り承認することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。よってお諮りの通り決定いたします。 

〇〇委員の退席を解きます。 

次に、整理番号４７番の受け手は、〇〇委員の同居する親族であり

ます。同じく〇〇委員の退席を求めて審議します。〇〇委員の退席

をお願いします。 

（〇〇委員退席） 

それでは、整理番号４７番について、各委員の質疑を求めます。質

疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたしま

す。整理番号４７番は、原案の通り承認することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

（全員挙手） 

全員賛成と認めます。よってお諮りの通り決定いたします。〇〇委

員の退席を解きます。 

（〇〇委員着席） 

それでは、整理番号５番、４３番、４４番、４７番を除く議案第３号

の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。お諮りいたしま

す。整理番号５番、４３番、４４番、４７番を除く議案第３号は、原

案の通り承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。よって議案第３号は、お諮りの通り決
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定します。また、原案の通り、宮崎県農業振興公社に農用地利用促

進計画の作成を要請いたします。 

次に、議案第４号、「農地法第５条の規定による許可申請について」、

を議題とします。事務局から説明をお願いいたします。 

はい、議長。 

はい、事務局。 

議案第４号、「農地法第５条の規定による許可申請について」、ご説

明します。３４ページをお開きください。今月の許可申請件数は、

７件です。申請人等の住所、氏名、立地基準については省略させて

いただきます。３５ページです。 

整理番号１番、申請地は、大字〇〇、畑 1 筆、１，５６６平米を資

材置き場、駐車場として申請するものです。権利関係は、賃貸借で

す。農振区分が農振農用地ですので、原則不許可ですが、一時転用

の要件を満たすことから、不許可の例外規定が適用されます。また、

備考欄にあります通り、市長の意見書が添付されております。工事

期間は、許可日から令和６年８月３１日までとなっていますが、す

でに着工しており、追認申請となります。事業費につきましては、

土地賃借料〇〇円、造成費〇〇円を自己資金で対応されます。排水

は、地下浸透にて処理します。 

整理番号２番、申請地は、大字〇〇、畑１筆、７６５平米を建築設計

事務所として申請するものです。権利関係は、売買です。工事期間

は、令和６年７月１日から令和６年１２月末までとなっています。

事業費につきましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費

〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。生活排水については、

合併浄化槽にて処理後、南側側溝に処理します。 

整理番号３番、申請地は、大字〇〇、田３筆、２，１８５平米を太陽

光発電施設として申請するものです。権利関係は、売買です。工事

期間は、許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事業
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費につきましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇〇

円、電気負担金〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。排水

については、地下浸透にて処理します。 

整理番号４番、申請地は、大字〇〇、田１筆、１，５５６平米を太陽

光発電施設として申請するものです。権利関係は、売買です。工事

期間は、許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事業

費につきましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇〇

円、電気負担金〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。排水

については、地下浸透にて処理します。 

整理番号５番、申請地は、大字〇〇、畑１筆、９９４平米を太陽光発

電施設として申請するものです。権利関係は、売買です。工事期間

は許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事業費につ

きましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇〇円、電気

負担金〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。排水について

は、地下浸透にて処理します。 

整理番号６番、申請地は、大字〇〇、田１筆、２，０７４平米を太陽

光発電施設として申請するものです。権利関係は、売買です。工事

期間は、許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事業

費につきましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇〇

円、電気負担金〇〇円、計〇〇円を自己負担で対応されます。排水

については、地下浸透にて処理します。 

整理番号７番から１０番につきましては、同一譲渡人の申請です。 

整理番号７番、申請地は、大字〇〇、田４筆、２，０４４平米を太陽

光発電施設として申請するものです。権利関係は、売買です。工事

期間は、許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事業

費につきましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇〇

円、電気負担金〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。排水

については、地下浸透にて処理します。 
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森永第１小委員会副

委員長 

稲田議長 

森永第１小委員会副

委員長 

整理番号８番、申請地は、大字〇〇、田１筆、１，８２０平米を太陽

光発電施設として申請するものです。権利関係は売買で、工事期間

は許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事業費につ

きましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇〇円、電気

負担金〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。排水について

は、地下浸透にて処理します。 

整理番号９番、申請地は、大字〇〇、田２筆、１，２８７平米を太陽

光発電施設として申請するものです。権利関係は、売買です。工事

期間は、許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事業

費につきましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇〇

円、電気負担金〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。排水

については、地下浸透にて処理します。 

整理番号１０番、申請地は、大字〇〇、田２筆、１，１７７平米を太

陽光発電施設として申請するものです。権利関係は、売買です。工

事期間は、許可日から令和６年５月３１日までとなっています。事

業費につきましては、土地購入費〇〇円、造成費〇〇円、建設費〇

〇円、電気負担金〇〇円、計〇〇円を自己資金で対応されます。排

水については、地下浸透にして処理します。以上ご審議方よろしく

お願いします。 

はい、ご苦労様でした。事務局の説明が終わりました。議案第４号

については、去る４月２６日に第 1 小委員会で審議がされておりま

すので、ここで、第１小委員会、森永副委員長の方から報告をお願

いいたします。 

議長。 

 

第 1小委員会森永副委員長。 

それでは、委員長が不在でしたので、私の方から第 1 小委員会の報

告を行います。会長から招集を受けまして、４月２６日に委員９名、
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事務局３名、計１２名の出席のもと、第１小委員会を開催いたしま

した。今回の議案は、５条申請７件でございます。座って説明をし

たいと思います。 

議案第４号、農地法第５条申請の整理番号１番についてご説明いた

します。譲受人は、今回、畑地地帯総合整備事業の道路側溝改良工

事を請け負い、資材置き場、土砂置き場等に使用する適地を探して

いたところ、譲渡人の所有する申請地の承諾を得たので申請された

ものです。場所は、〇〇地区です。〇〇小学校から東南に約１．８キ

ロのところで、畑かん事業が実施されている工事現場に近いところ

に位置します。申請農地の状況は、東側が道路、西側が農地、北側が

道路、南側は山林に接している農振農用地でありますが、5ヶ月間の

一時転用であり、農用地内での一時転用の市長の意見書が添付され

ており転用が可能となります。農地の影響はないと判断し、その他、

特に問題は見当たりませんでした。申請地には、シラスが入れられ、

すでに現場事務所として利用されておりましたので、追認申請とな

ります。 

続いて、整理番号２番について説明します。譲受人は、今回建築設

計事務所を建設したく、適地を探していたところ、譲渡人の所有す

る申請地の承諾を得たので申請されたものです。場所は、〇〇地区

です。〇〇公民館から東に５００メートルの県道、山麓線沿いに位

置します。申請地の状況については、雑木や雑草が生い茂っており

遊休化していました。東側は宅地、西側、北側は太陽光発電施設、南

側は道路に接しております。特に問題は見当たりませんでした。 

続いて、整理番号３番について説明します。譲受人は、今回太陽光

発電を建設したく、適地を探していたところ、譲渡人の所有する申

請地の承諾を得たので申請されたものです。場所は、〇〇地区です。

〇〇から東に２００メートルの国道２２１号線沿いに位置します。

申請地の状況は、直近まで水田として利用されており、東側は宅地、
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西側、南側は農地、北側は道路に接しています。周辺の農地に影響

はないと判断しました。その他特に問題は見当たりませんでした。 

続いて、整理番号４番について説明します。譲受人は、今回太陽光

発電を建設したく、適地を探していたところ、譲渡人の所有する申

請地の承諾を得たので申請されたものです。場所は、〇〇地区です。

〇〇の南側から東の市道へ入って約２５０メートルの集団農地の一

角に位置します。申請地の状況は、東側、北側は農地、西側は道路、

南側は宅地に接しています。周囲の農地に影響はないと判断しまし

た。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

続いて、整理番号５番について説明します。譲受人は、今回太陽光

発電を建設したく、適地を探していたところ、譲渡人の所有する申

請地の承諾を得たので、申請されたものです。場所は、〇〇地区で

す。〇〇のＪＲ踏切を県道側から北へ渡って、すぐ東へ右折した道

路沿いの畑地帯の一角に位置します。申請地の状況は、東側、北側

は宅地、西側は農地、南側は道路に接しています。周囲の農地に影

響はないと判断しました。その他特に問題は見当たりませんでした。 

続いて、整理番号６番について説明します。譲受人は、今回太陽光

発電を建設したく、適地を探していたところ、譲渡人の所有する申

請地の承諾を得たので申請されたものです。場所は、〇〇地区です。

〇〇公民館の北隣に位置します。申請地の状況は、長年耕作されて

おらず遊休化しており、二段の農地でした。東側、南側は道路、西側

は山林、北側は宅地に接しています。周囲の農地の影響はないと判

断しました。その他特に問題は見当たりませんでした。 

続いて、整理番号７番から１０番は同一譲渡人となります。譲受人

は、今回太陽光発電を建設したく、適地を探したところ、譲渡人の

所有する申請地の承諾を得たので申請されたものです。場所は、〇

〇地区です。〇〇から約２キロの国道４４７号線沿いの西側に下っ

たところに位置し、まとまっております。 
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稲田議長 

 

事務局 

稲田議長 

事務局 

 

 

 

 

 

稲田議長 

 

整理番号 7 番について説明します。申請地の状況は、東側は道路、

西側、南側、北側は農地に接しています。周囲の農地に影響はない

と判断しました。その他特に問題は見当たりませんでした。 

整理番号８番について説明します。申請地の状況は、東側、北側は

道路、西側、南側は農地に接しています。周囲の農地に影響はない

と判断しました。その他特に問題ありませんでした。 

整理番号９番について説明します。申請地の状況は、東側、南側は

農地、西側は宅地、北側は道路に接しています。周囲の農地に影響

はないと判断しました。その他特に問題は見当たりませんでした。 

整理番号１０番について説明します。申請地の状況は、東側、南側

は農地、西側、北側は道路に接しています。周囲の農地に影響はな

いと判断しました。その他特に問題ありませんでした。 

５条申請は、以上となります。 

以上、第 1 小委員会は、慎重審議しました結果、農地法第５条７件

については、全会一致で許可相当と判断しました。皆様のご審議を

お願いしまして、第 1小委員会の報告を終わります。 

はい、ご苦労様でした。続きまして事務局より、判断根拠の説明を

お願いいたします。 

はい、議長。 

事務局。 

判断根拠をご説明します。農地法第５条の規定による転用許可申請

において、一般基準につきましては、申請書に基づき審査した結果、

問題ございませんでした。基準につきましても小委員会報告にあり

ました通り、問題ないとのことでございます。よりまして、今月の

議案第５号の計７件につきましては、転用許可基準を満たしている

と判断いたします。以上でございます。 

はい、ご苦労様でした。ただいま第 1 小委員会副委員長及び事務局

の説明がありました。 
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稲田議長 

これより議案第４号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。

質疑ありませんか。 

（質疑なし） 

質疑がないようですので、質疑を終結いたします。議案第４号に対

する第１小委員会の判断は許可相当であります。また、事務局の判

断も許可相当であります。 

お諮りいたします。議案第４号は、原案の通り承認することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

はい、全員賛成と認めます。議案第４号は原案の通り許可相当とし

て知事に意見書を送付いたします。 

以上で、本日の議案審議は終了いたしました。 

 終了時間 午後０時１０分 

 


